
美又温泉外湯施設サ ブコアエリア詳細設 計業務 に関する質問 内容及び回答  

 

令和 7 年 10 月 9 日現在  

№  質問内容  回  答  

1 共同企業体（ JV）ま たは任意なプロ

ジ ェ ク ト チ ー ム で の 応 募 は 可 能 で

すか。  

当 該 プ ロ ポ ー ザ ル に つ い て は 、 共

同事業体（ JV）での 応募は不可とな

り 、 浜 田 市 建 設 工 事 等 競 争 入 札 参

加資格者選定要領（ 平成 17 年浜田

市訓令第 22 号）第 10 条第 1 項の

有 資 格 者 名 簿 に 登 録 さ れ て い る 事

業者が対象となりま す。ただ 、主た

る 申 請 事 業 者 を 軸 と す る 任 意 の プ

ロ ジ ェ ク ト チ ー ム で の 応 募 は 可 能

です。また 、業務の 一部を他社と連

携して行うことも可 能です。  

2 No.1 が可能であれ ば追加の提出書

類が必要ですか。  

後 日 提 出 し て い た だ く 企 画 提 案 書

及 び 「 分 担 業 務 及 び 協 力 事 務 所 調

書（別紙 5）」に連 携する業者名等

を記載してください 。  

3 同種・類似の受託実 績とは 5 業務

の内容（ 1）ア～ウ 、（ 2）に示すも

の と 思 わ れ ま す が 、 全 て を 満 た さ

な く て も 業 務 ご と に 該 当 す る も の

でよろしいですか。  

お見込みのとおりで す。  

4 業 務 実 績 は 協 力 事 務 所 の も の を 含

めてもよろしいです か。  

業 務 実 績 に つ い て は 、 申 請 事 業 者

のみの実績を記載し てください。  

5 6（ 1）ア  基本・実 施計画を踏まえ

た 提 案 と 次 項 の 各 工 事 の 提 案 は 矛

盾するように思いま す。駐車場 、商

業用施設区画 、公衆 トイレ、温泉 ス

タ ン ド の レ イ ア ウ ト 変 更 や 出 店 未

定 の 商 業 用 施 設 計 画 の 規 格 提 案

（ 例 え ば 施 設 を 建 築 し テ ナ ン ト 形

基 本 計 画 及 び 実 施 計 画 に て 、 サ ブ

コ ア エ リ ア に か か る 基 本 的 な 考 え

方 や 計 画 等 を 策 定 し ま し た が 、 駐

車 場 、 商 業 用 施 設 区 画 、 公 衆 ト イ

レ 、 温 泉 ス タ ン ド 等 の レ イ ア ウ ト

変更は可能です。  

た だ 、 例 示 さ れ ま し た 商 業 用 施 設



式 に す る 等 ） も 可 能 な の で し ょ う

か。  

を 建 築 し て テ ナ ン ト 方 式 に す る な

ど 、 新 た な 浜 田 市 予 算 を 伴 う も の

に つ い て は 、 必 要 な 費 用 や ス ケ ジ

ュ ー ル 等 を 含 め て ご 提 案 く だ さ

い。  

6 6（ 1）イ  湯量に関する資料が無い

よ う に 思 い ま す が 見 落 と し で し ょ

うか。お示しくださ い。  

別 紙 を ご 参 照 く だ さ い 。 現 状 の 泉

源 湯 量 と 新 規 宿 泊 施 設 進 出 や 美 又

温 泉 外 湯 施 設 を 含 め た 美 又 温 泉 全

体 の 湯 量 に よ り 、 貯 湯 や 配 管 ル ー

ト等を検討してくだ さい。  

7 解 体 工 事 に 関 し て 対 象 物 の 設 計 図

（建物及び外構、新 築、増築、改修

時）はすべて あり、貸与いただける

としてよろしいです か。  

お見込みのとおりで す。  

8 駐 車 場 整 備 工 事 に 関 し て 測 量 業 務

も 含 み ま す か 、 別 途 資 料 提 供 が あ

りますか。  

敷 地 全 体 の 現 況 測 量 と 、 進 入 路 整

備 に か か る 測 量 設 計 業 務 の 中 で 道

路 線 形 に 関 す る 高 さ や 横 断 測 量 は

完 了 し て お り 、 参 考 資 料 と し て 活

用が可能です。  

不 足 す る も の が あ り ま し た ら 、 当

該業務内にて実施し てください。  

9 参 考 見 積 書 は 提 案 に よ り 当 選 し た

業 者 と の 契 約 時 の 資 料 で あ り 、 金

額 の 多 少 は 業 者 選 定 審 査 に 関 係 し

ないと理解してよろ しいですか。  

金 額 の 多 少 に つ い て は 審 査 に 影 響

し な い も の と 考 え ま す が 、 限 度 額

内 で あ る こ と や 内 容 に つ い て は 審

査の対象となります 。  

 



①～施設A量水器
φ25 L=75.0m
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φ100 L=64.0m・φ50 L=283.0m

②～施設C量水器
φ100 L=351.0m

施設C
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足湯（かけ流し）

【参考】美又温泉使用湯量模式図 別紙


